
不
審
な
電
話
に
ご
注
意

　
全
国
で
還
付
金
詐
欺
の
不
審
電
話
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
市
か
ら

電
話
で
口
座
番
号
や
携
帯
電
話
番
号
を
聞
き
、
銀
行
な
ど
で
金
銭
の

引
き
出
し
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
に
感
じ
た
ら

市
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

岩手県釜石市只越町
3－9－13

釜石太郎

更
新
し
ま
す

①
国
保
高
齢
受
給
者
証

②
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

③
医
療
費
受
給
者
証

　

高
齢
受
給
者
証
に
は
、
医
療
機
関

で
支
払
う
一
部
負
担
金
の
割
合
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
割
合
は
、

前
年
の
所
得
と
世
帯
状
況
に
よ
り
毎

年
判
定
し
て
お
り
、
今
回
送
付
す
る

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
に
は
、
所
得

状
況
・
年
齢
に
よ
り
「
2
割
（
特
例

措
置
に
よ
り
1
割
）」・「
2
割
」・「
3

割
」
の
い
ず
れ
か
が
表
示
さ
れ
て
い

ま
す
。 

新
し
い
受
給
者
証
は
7
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
す
。

①
国
保
高
齢
受
給
者
証

問
い
合
わ
せ

市
市
民
課
国
保
年
金
係
（
内
線
２
２
２
）

岩手県釜石市只越町
3－9－13

釜石太郎

岩手県釜石
市只越町

3－9－13

釜石太郎

岩手県釜石市只越町3－9－13

釜石太郎

②
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

③
医
療
費
受
給
者
証

問
い
合
わ
せ

市
市
民
課
医
療
給
付
係
（
内
線
２
２
９
）

問
い
合
わ
せ

市
民
課
医
療
給
付
係
（
内
線
１
３
９
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
に
は
、
一
部
負
担
金
の
割
合

（
1
割
ま
た
は
3
割
）
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
割
合
は
前
年

の
所
得
と
世
帯
状
況
に
よ
り
毎
年
判
定
し
ま
す
。
本
年
度
も
新
た

に
判
定
を
行
い
、
8
月
1
日
か
ら
適
用
し
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
7
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
3
割
負
担
と
な
っ
た
人
の
う
ち
、
申
請
で
1
割
負
担
と

な
る
人
に
は
案
内
を
送
り
ま
す
の
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

★ 

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
も
更
新
し

ま
す

　

 　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
負
担
割
合
が
1
割
と
な
っ
た
人

で
、
市
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
人
に
は
、
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
を
交
付
し
ま
す
。
対
象
者
は
、
病
院
で
支
払
う
一
部

負
担
金
や
入
院
中
の
食
事
代
金
が
安
く
な
り
ま
す
。
市
民
税
の
課
税
状

況
で
判
定
し
、
該
当
す
る
人
に
案
内
を
送
り
ま
す
の
で
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

　

※ 

継
続
し
て
該
当
す
る
人
に
は
新
し
い
認
定
証
を
送
り
ま
す
の
で
、
手

続
き
は
不
要
で
す
。

★
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

　

 　

本
年
度
の
保
険
料
は
、
前
年
中
の
所
得
を
基
に
計
算
し
ま
す
。
保
険

料
は
個
人
ご
と
に
決
ま
り
ま
す
。
保
険
料
の
基
準
（
保
険
料
率
）
は
2

年
ご
と
に
見
直
し
、
県
内
均
一
で
す
。
本
年
度
の
保
険
料
率
は
左
の
と

お
り
で
す
。

　

 　

保
険
料
（
限
度
額
57
万
円
）
＝
均
等
割
額
（
3
万
８
０
０
０
円
）
＋

所
得
割
額
（
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
×
７
・
３
６
％
）

　
※ 

保
険
料
は
、
世
帯
（
世
帯
主
と
被
保
険
者
）
の
所
得
に
応
じ
て
軽
減

さ
れ
ま
す
。

　

本
年
度
対
象
と
な
っ
た
人
に
、
医
療
費
受
給
者
証
と
医

療
費
受
給
者
証
交
付
（
更
新
）
申
請
書
を
7
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。
申
請
書
の
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合
は

市
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
変
更
が
な
い
場
合
は
届
け
出

不
要
で
す
。

　

所
得
・
受
給
資
格
が
確
認
で
き
な
い
人
に
は
案
内
を
送

り
ま
す
の
で
、
必
要
書
類
を
持
参
し
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。
所
得
要
件
な
ど
で
対
象
外
と
な
る
場
合
は
、
対
象
外

と
な
っ
た
初
年
度
の
み
通
知
し
ま
す
。

※
対
象
の
医
療
制
度

・
乳
幼
児
医
療

・
重
度
心
身
障
が
い
者
医
療

・
小
学
生
医
療

・
身
体
障
が
い
者
3
級
医
療

・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療

・
就
学
前
心
身
障
が
い
児
医
療

見 

本

見 

本

見 

本

見 

本

 対象
70歳以上75歳未満の
国保加入者

 対象
75歳以上の人と65歳
以上で一定の障がい
がある人

 対象
各医療制度

※

の対象世帯で、所得が
限度額内の人
（乳幼児医療は所得制限なし）

　

7
月
14
日（
月
）か
ら
「
特
定
健
康
診
査
」
と

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
健
康
診
査
」
が
始

ま
り
ま
し
た
。
市
は
、「
釡
石
市
国
民
健
康
保

険
加
入
者
」
と
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入

者
」
の
健
診
対
象
者
全
員
に
、
6
月
下
旬
か
ら

案
内
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
健
診
日
時
、
会
場

を
確
認
の
上
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

健
康
診
査
は
病
気
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療

に
つ
な
が
り
ま
す
。
年
に
一
度
の
健
診
で
、
自

分
の
健
康
状
態
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

※ 

指
定
さ
れ
た
会
場
で
受
診
で
き
な
い
場
合

は
、
健
診
日
程
を
確
認
の
上
、
都
合
の
良
い

と
き
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

本
年
度
は
岩
手
医
科
大
学
の
「
い
わ
て
東
北

メ
デ
ィ
カ
ル
・
メ
ガ
バ
ン
ク
機
構
」
が
、
健

診
会
場
で
健
康
調
査
（
対
象
：
75
歳
未
満
で

後
期
高
齢
者
以
外
の
人
）
を
行
い
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
協
力
い
た
だ
き
、
健
康
づ
く
り
に
お
役

立
て
く
だ
さ
い
。

◎
特
定
健
康
診
査
と
は

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪

症
候
群
）
に
着
目
し
た
生
活
習
慣
病
予
防
の
た

め
の
健
診
で
す
。
対
象
者
は
40
〜
74
歳
（
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
を
除
く
）
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
健
診
結
果
に
よ
っ
て
は
、
特
定
保

健
指
導
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

受診する時の持ち物
①健康保険証　②健康診断受診票（後期高齢者医療制度加入者は受診券と質問票）　③健診料
※忘れると健診を受けられない場合があります。
※②は健康診査の案内と一緒に郵送しています。事前に記入の上、持参してください。
健診料
①国民健康保険加入者……………1,000円
②後期高齢者医療制度加入者………600円
③生活保護受給者………………………無料
健診項目
・問診
・身体計測（身長、体重、腹囲、BMI）
・尿検査
・血圧測定
・血液検査（脂質検査、肝機能検査、血糖検査）
・医師が必要と認めた場合に実施する検査項目（貧血検査、眼底検査、心電図検査）
※ 後期高齢者医療制度の人は、腹囲測定、貧血検査、眼底検査、心電図検査はあり
ません。
※ 被用者保険（全国健康保険協会や共済組合など）の被扶養者の健診については、
加入している医療保険者へお問い合わせください。

職場で健診を受けた人は健診結果の提出にご協力ください
　国民健康保険に加入している40歳以上の人で、本年4月以降に職場の健診を受診した人は、健診結果の
提出にご協力ください。健診結果を市に提出すると、特定健康診査を受診する必要がなくなります。

健
康
づ
く
り
の
第
一
歩

健
康
診
査
を

受
け
ま
し
ょ
う

健康診査の日程と会場（7月16日以降）
※受付時間はいずれの日も9時～11時・13時～15時

日　時 会　場

7月16日㈬・17日㈭ 長内集会所

7月18日㈮ 栗橋地区基幹集落センター

7月23日㈬ 橋野ふれあいセンター

7月24日㈭・25日㈮ 甲子小学校体育館

7月27日㈰ 保健福祉センター9階

7月28日㈪・29日㈫ 甲子小学校体育館

7月30日㈬～8月1日㈮ 双葉小学校体育館

8月  4日㈪～8日㈮ 小佐野小学校体育館

8月18日㈪～19日㈫ 平田小学校体育館

8月20日㈬～29日㈮
（8月23日㈯、26日㈫は除く） シープラザ釡石2階

【希望者は次の検査項目を受診できます】
　 　検査料を忘れずに持参してください。（　）に
表示した料金は、健診を受けずこれらの検査のみ
を受診する場合の金額です。
　●前立腺がん検査
　■検査料…1,600円（2,400円）
　■対　象…50歳以上の男性
　●肝炎ウイルス検査
　■検査料…1,000円（1,200円）
　■対　象…過去に検査を受けたことがない方
　 ※ 本年度中に40歳になる人には肝炎無料検診受
診券（はがき）を個人あてで郵送しています。

　●心電図検査
　■検査料…1,000円
　■ 対　象…後期高齢者医療制度加入者および被用
者保険の被扶養者

　※心電図検査のみを受診することはできません。

【
問
い
合
わ
せ
】

国
民
健
康
保
険
の
人
は

　
市
市
民
課
国
保
年
金
係（
☎
22-

２
１
１
１
内
線
２
３
１
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
人
は

　
市
市
民
課
医
療
給
付
係（
☎
22-

２
１
１
１
内
線
２
２
９
）

生
活
保
護
受
給
者
は

　
市
健
康
推
進
課
保
健
予
防
係（
☎
22-

０
１
７
９
）

問い合わせ　市健康推進課保健予防係（☎22－0179）

826.7.16広報かまいし9 26.7.16 広報かまいし


